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支笏湖における乗り入れ規制地区の設定



柵設置

⽀笏湖における規制の経緯
• 1993年頃 ⽔上バイク利⽤急増

• 1994年 死亡事故発⽣を受けて，対策会議設⽴，柵・騒⾳測定

• 1998年 チトセバイカモ減少確認，桟橋の不法設置や柵等の破壊

• 2000年 ⾃然公園核⼼地域総合整備事業

• 2001年 「⽀笏湖まちづくりプロジェクト」
利⽤者・住⺠意識調査

• 2004年 地元住⺠，団体による規制要望，北海道条例施⾏

• 2006年 公園計画変更（乗り⼊れ規制区域），乗り⼊れ承認

• 2007年 遊漁ルールのため漁業協同組合を設⽴，漁業権取得



ビジョン理念

⽀笏湖まちづくりビジョン

⽀笏洞爺国⽴公園の中でも、唯⼀「静かな佇まいが感じられる場所」

静穏で豊かな森と清逸な⽔を⼤切にし、極⼒⾃然への⼈
為的介⼊を控えながらも⾃然のすばらしさを体感できる
⾃然公園を⽬指す
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⽀笏湖における乗り⼊れ規制導⼊の要因

• 地元⾃治体、関係者の懸念、熱意

• 温泉地の改⾰プロジェクトと連動

• 科学的データの蓄積（⽣態系、住⺠・利⽤者意識）

• 先⾏事例の研究

• 関係者による情報共有、協議の場の設置

• 既得権（ヒメマス釣り、ボート事業）への配慮

• 関係機関の法的、物理的サポート



利⽤調整の⽅法 Manning & Anderson(2012)などを参考

• 情報・教育
• 施設整備・デザイン・メインテナンス
• 変更・割り当て
• ゾーニング
• 利⽤⾏為のルール・規制
• 総量規制

• 必要な視点ー公平性、効率性、特定需要への配慮
• 利⽤料⾦による規制は公共の場では不適当



⼊域などを規制する⽅策
• ⾃然環境保全法

– ⽴⼊制限地区（南硫⻩島）

• ⾃然公園法
– ⽴ち⼊り規制地区
– 利⽤調整地区（⼤台ヶ原⻄⼤台地区、知床五湖）
– ⾞⾺等乗り⼊れ規制地区（⽀笏湖、無意根⼭、屈斜路湖など）

• エコツーリズム推進法
– 特定観光資源（硫⻩⼭、⻄表島など）

• 地域⾃然資産法
– 地域⾃然資産区域（⽵富島、妙⾼⼭・⽕打⼭）

• 国有林
– 森林⽣態系保護区域のコアエリア

• ⿃獣保護管理法
– 特別保護指定区域

• 都道府県、市町村条例や要綱
– 東京都⾃然環境保全促進地域

• 協議会、利⽤者団体によるローカルルール、カントリーコード、マナーの啓発



利⽤規制導⼊において考慮すること

• 利⽤と影響の因果関係、関係者の認知
• 間接的な⽅策の検討
• 関係者の合意の下で意思決定
• 利⽤者の選択の⾃由，利⽤機会の確保
• 事前の情報提供
• 利⽤体験への影響、副作⽤の考慮
• 責任の所在
• 継続的なモニタリング



知床五湖の利⽤調整検討の経緯
9

第１期 第２期 第３期

ヒグマ⽬撃数増加

適正利⽤基本構想

地元協議会

運⽤開始

五湖あり⽅協議会

世界⾃然遺産登録

IUCNからの勧告

⾃然公園法の改定
（利⽤調整地区制度の創設）

エコツーリズム推進
モデル事業の選定

1995年 2002年 2007年 2011年



利⽤規制の具体化（2007年〜2011年）

10

ガイド制（ガイドの認定、ガイドシステムの運⽤など）

利⽤期間、⼈数、ルートの設定など

⼿数料

法的担保

利⽤適正化計画

指定認定
機関

2007 年 2008 年 2009 年
2010年 2011年

運
⽤
開
始

地
元
協
議
会
の
設
置
「五湖の利用のあり方についての地元協議」および
「五湖の利用のあり方協議会」において、具体的な
利用規制の内容が決まって行った。



⼩笠原国⽴公園 南島・⺟島⽯⾨
• 歩⾏できる経路を指定
• 東京都の認定ガイドが同⾏
• 1⽇あたり100⼈（南島），50⼈（⺟島⽯⾨）
• ガイド1⼈あたり15⼈（南島），5⼈（⺟島⽯⾨）
• 南島は滞在2時間まで，年に3ヶ⽉の⼊島禁⽌





別寒辺⽜川のカヌー利⽤制限
• 別寒辺⽜湿原⾃然観察施設条例（H7）

・野⽣⽣物に重⼤な悪影響を及ぼす恐れがある場合等、区域を定めて施設の
利⽤を禁⽌し⼜は制限することができる

• 別寒辺⽜湿原カヌー乗降施設利⽤指導要領
・カヌーコースは、別寒辺⽜川橋駅(出発点)から⼤別橋駅(終点)までの間と

し、カヌー乗降施設以外からの乗り⼊れや途中での上陸をしないよう指導
する

・タンチョウへの悪影響を避けるため、時期に応じ1⽇当たりのカヌー利⽤
総量を制限することを指導する。ただし、繁殖等の状況から影響が⼩さい
と認められるときはこの限りでない



乗鞍五⾊が原
「条例による⼊域コントロール」
• 岐⾩県⾼⼭市丹⽣川町の五⾊ヶ原
• 2001年度から植⽣などの基礎調査、遊歩道や休憩所、
トイレ整備

• 乗鞍⼭麓五⾊ヶ原の森の設置及び管理に関する条例
– 地元⾏政が委嘱する森の案内⼈の同⾏
– ⼀⼈のガイドで10⼈まで
– 2つのルート，⼀⽇あたり150⼈
– 参加6名以上の場合は⼀⼈あたり
8,800円

– 料⾦は，ガイド案内、ガイドブック、
保険，ルート整備等



沖縄県 保全利⽤協定
• 沖縄振興特別措置法に基づき、
エコツアー事業者が、利⽤す
る⾃然環境の「保全」と「持
続的な利⽤」を⽬的として、
⾃主的に策定する⾃主ルール
を県知事が認定



仲間川地区保全利⽤協定の概要
• <⾃然環境への配慮> 

– マングローブ林保護のための遊覧船の運航速度規制、徐⾏区間の設
置 、ひき波の⽴ちにくいエコ船の多⽤、⼲潮時には運航回数を減ら
す、動⼒船の隻数制限(1時間あたり 10 隻まで) 

– カヌーの利⽤者数制限(1パーティ8⼈まで、下流域は 50 艇/半⽇、中
流域は80 艇/⽇、上流域は 65 艇/⽇) 

– 野⽣⽣物の採集の禁⽌ ・事業者合同によるゴミ拾い ・3ヶ⽉ごとのモ
ニタリング調査実施 等

• <安全管理>
– 動⼒船の操⾏マニュアル、ガイドは⽔上安全講習を受ける 等

• <地域への配慮>
– イノシシ猟の期間中は仲間川沿いの⼭に⼊らない
– ガサミ漁の道具にふれないようにする
– 地域住⺠との話し合いの場の設置を定期的に設け、フィールドの観察

記録の報告と意⾒交換を⾏う



ローカルルールとは…

• ⾃然レクリエーション地では，地域の関係者
が独⾃につくり，フィールドへの配慮や利⽤
形態などについて訪問者への協⼒をお願いす
るもの

• 法令などにより規定されるものに⽐べ，罰則
を定めるなど強制⼒は弱く，実効性が課題︖

17



ニセコルール

このルールは、スキー場外の事故防⽌のために設けられています。ニセコは
かつて、国内で最も雪崩による死亡事故の多い⼭でした。ニセコは新雪滑⾛
の⾃由を尊重すると共に、みなさんの安全に重⼤な関⼼を持っています。安
全な滑⾛のために、以下のルールを守ってください。

• スキー場外へは必ずゲートから出なければならない。
• ロープをくぐってスキー場外を滑ってはならない。
• スキー場外では、安全に滑⾛するために、ヘルメットと雪崩ビーコンの装
着が最低限必要と考える。

• ゲートが閉じられている時はスキー場外に出てはならない。
• ⽴⼊禁⽌区域には絶対に⼊ってはならない。なお、捜索救助、調査活動は
除外される。

• ⼩学⽣のみのスキー場外滑⾛を禁⽌する。

ニセコアンヌプリ地区なだれ事故防⽌対策協議会
事務局︓ニセコ町役場商⼯観光課 18



大雪山松仙園におけるローカルルールの導入
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⼤雪⼭松仙園におけるローカルルール

• 主峰旭岳を望む湿原
• 登⼭者が少なく、廃道化
• ⼤雪⼭グレード策定時に除外

• 地元関係者による再開の要望
• 利⽤調整地区が検討されたが、明確なインパクトが
⾒られないために、ローカルルールに

• 登⼭道の付け替え、⽊道再整備、⼀⽅通⾏化し、
2019年より運⽤予定





参考資料２ 

昨年度の松仙園地区に関する取組との変更点 

※注…利用調整地区指定の可能性も踏まえ「松仙園地区利用適正化協議会」は残置。松仙園地区の供用開始後２年程度後に、利用調整地

区への指定の必要性を「松仙園地区適正利用推進協議会」のご意見を聞いて検討し、この際にあわせて「松仙園地区利用適正化協

議会」の存続又は廃止を判断する。 

項目 平成 27 年度までの検討状況 平成 28 年度以降の予定 

松仙園地区の 

管理手法 

○自然公園法第 23 条に基づく利用調整地区に指定 

 

○利用調整地区に立入るには認定が必要。認定を受ける

ためには立入の基準（※）を満たす必要がある。 

 ※基準では、歩道の供用期間、利用ルート（一方通行）、

利用者の指導（ヒグマ対策）等を定める。 

 

○モニタリングを実施して、必要に応じた立入りの基準

の見直し。 

○環境省が歩道事業執行者として歩道を管理し、その周

辺環境をモニタリング 

○歩道管理者権限による利用ルール（※）を策定し、利

用者に遵守を促す。 

 ※歩道の供用期間、利用ルート（一方通行）、利用者の

指導（ヒグマ対策）等 

 

○モニタリングを実施して、必要に応じた利用ルールの

見直し。 

○利用が周辺環境に与える影響に関するモニタリング結

果に基づき、利用者の増加による影響を検出する科学

的データを取得。影響が出ていれば、利用調整地区の

指定手続きに入る（※注）。 

協議会の位置づけ ○名称「松仙園地区利用適正化協議会」 

○下記計画の策定及び運用の実施主体。 

 

○協議会の構成員は関係行政機関。関係団体及び専門家

は、意見を述べることができる。 

○名称「松仙園地区適正利用推進協議会」 

○北海道地方環境事務所が、任意の計画を定めるために、

地元関係者に意見を聞くもの。 

○協議会の構成員は、関係行政機関及び関係団体。専門

的な助言を得るため、専門家も参画できる。 

策定する計画 

及びその位置づけ 

○「松仙園地区利用適正化計画」を策定。 

 

○利用調整地区を管理するため、環境省自然環境局長通

知に基づき定める計画。 

○「松仙園地区適正利用推進計画」を策定。 

 

○北海道地方環境事務所が、自然性の高い湿原を通る歩

道を、適切に管理するために、任意で定める計画。 



⼤雪⼭松仙園におけるルールの策定要因

• 地権者（北海道有林）の理解
• 湿原植⽣の科学的調査
• 構想段階から関係者による協議

• 再開後の需要は不明→広報が課題
• ⼀⽅通⾏には異論も
• ⼤雪⼭グレードの再検討が必要
• 湿原へのインパクトの懸念



適正な⾃然観光のために

§ 多様な関係者の意⾒交換

§ 将来をみすえた持続可能な⽬標

§ 統⼀したサービスの提供と管理の仕組み

§ 科学的なモニタリングとフィードバック

§ 楽しさと知識を伝えるガイドの養成

§ わかりやすいルール



ローカルルールとは…

• ⾃然レクリエーション地では，地域の関係者が独⾃につくり，
フィールドへの配慮や利⽤形態などについて訪問者への協⼒
をお願いするもの

• 法令などにより規定されるものに⽐べ，罰則を定めるなど強
制⼒は弱く，実効性が課題︖

↓
• 利害関係者による協議と共有
• モニタリングと根拠にもとづくルールの策定
• 分かりやすいルールと地道な広報・説明
• 利⽤者の⽬線にもたった配慮
• 関係機関との協働

26



参考図書・研究会

• ⼩林・愛甲(2007)利⽤者の⾏動と体験︓古今書院
• 敷⽥・森重(2011)地域資源を守っていかすエコツーリズム︓講談社
• 愛甲・庄⼦・栗⼭(2016)⾃然保護と利⽤のアンケート調査︓築地書館

• ⾃然公園研究会（事務局︓公益財団法⼈⽇本交通公社）
– http://shizenkouen.jp

http://shizenkouen.jp/

